
音声教材の普及促進について

平成３０年度音声教材普及推進会議
文部科学省初等中等教育局教科書課

資料１



「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の
促進等に関する法律」について

１

※「教科用特定図書等」：教科用拡大図書、教科用点字図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成し
た教材であって検定教科用図書等に代えて使用し得るもの

※「文部科学大臣等」：文部科学大臣又は文部科学大臣が指定する者

○ 教科書デジタルデータの文部科学大臣等※への提供を教科書発行者に義務づけ

○ 提供されたデジタルデータは、ボランティア団体など教科用特定図書等※の
作成者に提供

①教科書デジタルデータの提供

（平成２０年６月１８日公布、同年９月１７日施行）

○ 文部科学大臣は、教科用特定図書等について、標準規格を策定・公表

○ 教科書発行者は、標準規格に適合する教科用特定図書等を発行する努力義務

②標準的な規格の策定・公表

○ 小中学校の通常学級における教科用特定図書等の無償給与について法定化

○ 標準教科用特定図書等の需要数報告について法定化

③教科用特定図書等の無償給与

（第５条関係）

（第６条関係）

（第１０条～第１６条関係）

※平成21年度において使用される検定教科書及び教科用特定図書等から適用



発達障害のある児童生徒の学習上の困難さについて①

２

発達障害のある児童生徒については、
・「読む」「書く」「聞く」「計算する」などの学習に必要な能力の習得が困難
・同世代の児童生徒に比べて著しく注意力がない
・同世代の児童生徒に比べて著しく多動性・衝動性がある

など、一人一人について障害の状態が異なり、教科学習等に大きな困難を抱えている。

【読むことが困難な例】

知的や視覚・聴覚に
問題はないが、文字
が右のように見える
ケースがある。

その他、
・長い文章を正確に
早く読むことが困難
・音読が遅い
・逆さ読みをする
「36」→「63」など
・字の形を混同する
「はし」→「ほし」など



発達障害のある児童生徒の学習上の困難さについて②

３

【書くことが困難な例】

・字の形や大きさが整っていない、まっすぐに書くことができない
・意味の似た漢字を間違える（「作る」→「使う」など）
・鏡文字を書く

【聞くことが困難な例】
・似た音を聞き誤る（「行った」→「知った」、「橋」→「足」など）
・集団における指示が聞き取れない、理解できない

【その他】
・視覚的短期記憶が悪い（見てもすぐに忘れる→板書が苦手）
・聴覚的短期記憶が悪い（聞いてもすぐ忘れる→言われたことができない） 等

※読み書きの苦手な中学校
1年生の生徒の作文



教科書デジタルデータを活用した拡大教科書、音声教材等普及促進
プロジェクト 平成3１年度概算要求額 ２１９，０６３千円（１４５，５３０千円）

４

「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」 等を踏まえ、発達障害や視覚障害等のある
児童生徒が十分な教育を受けられる環境を整備するため、教科書デジタルデータを活用した音声教材等に関する効率的な製作方法等
や高等学校等における拡大教科書の普及促進等について、実践的な調査研究を実施するなど、障害のある児童生徒の自立・社会参加
の加速化に向けた特別支援教育の一層の強化に取り組む。

教科書デジタルデータ
管理運営機関

教科書発行者

委託

データ提供

協力

データ提供データ提供

（１）障害のある児童生徒のための教科書デジタルデータを活用した音声教材の効率的な製作方法等に関する
調査研究 109,603千円 (52,818千円)

（２）高等学校等における拡大教科書の普及促進等に関する調査研究 11,609千円(11,605千円)

趣旨

概要

委託 委託

拡大教科書等を製作する
・ボランティア団体
・高等学校 等

協力

音声教材

文部科学省発達障害のある児童生徒等 視覚障害のある児童生徒等

音声教材を製作する
・ボランティア団体
・大学 等

（３）教科書デジタルデータ提供等推進事業 97,851千円（81,107千円）

効率的製
作方法等

オーダーメイドに
よる拡大教科書

高等学校用
拡大教科書

普及促進
（アセスメント等）
教材の提供



〇 発達障害等により、通常の検定教科書で使用される
文字や図形等を認識することが困難な児童生徒に向け
た教材。パソコンやタブレット等の端末を活用して学
習します。

〇 家庭学習での利用、学校の授業における利用。

〇 文部科学省から委託を受けたボランティア団体等が
製作し、読み書きが困難な児童生徒に無償で提供。

音声教材の概要①

音声教材とは？

５



音声教材の概要②

６

ＮＰＯ法人エッジ

〇教材名：「マルチメディアデイジー教科書」
〇主な特徴：音声、本文等テキスト、挿絵等の図版を含む。ハイライト機能あり。
音声は肉声及び合成音声。視覚と聴覚から同時に情報が入り内容理解がしやすい。
小・中学校の教科書を中心に作成。パソコンやタブレット端末にて利用可能。
〇利用者実績：8,093人（H29年度）

〇教材名：「AccessReading」
〇主な特徴：音声、本文等テキスト、挿絵等の図版を含む。ハイライト機能あり。音声は合成
音声。視覚と聴覚から同時に情報が入り内容理解がしやすい。小・中・高校の教科書を対象。
Word版のものとEPUB版の2種類を作成。パソコンやタブレット端末にて利用可能。
〇利用者実績：574人（H29年度）

（http://accessreading.org/about.html）

〇教材名：「音声教材BEAM」
〇主な特徴：音声のみの教材（テキストや挿絵等の図版はなし）。音声は合成音声。小・中学校の国語・
社会を中心に作成。スマートフォン、ICレコーダー等、mp3ファイルが再生可能な機器で利用可能。
データ容量が軽く、操作が簡便。
〇利用者実績： 279人（H29年度）

（http://www.npo-edge.jp/ ）

東京大学先端科学技術研究センター

公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 （http://www.jsrpd.jp/）

〇教材名：「ペンでタッチすると読める音声付教科書」
〇主な特徴：音声、本文等テキスト、挿絵等の図版を含む。通常の教科書と見た目はほぼ同じ。音声は肉声。小
・中学校の国語を中心に作成。音声ペンをタッチして読むことで意識が紙面に向き、能動的な読書になる。鉛筆
やペンでの書き込みが可能。
〇利用者実績：150人（H29年度）

ＮＰＯ法人テストと学習環境のユニバーサルデザイン研究機構 （http://www.udlte.or.jp/）

http://accessreading.org/about.html
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2077/id=4819/imageno=1/
http://www.jsrpd.jp/


音声教材の概要③

７

団体名 教材名称等 規格 対応OS 再生ソフト 教材の主な特徴
利用者実績等
（H29年度）

提供方法

公益財団法人日本障害者
リハビリテーション協会

マルチメディアデイ
ジー教科書

DAISY Windows、iOS

Easy Reader Express、
ChattyBook Express
Voice of DAISY、
いーリーダー等

○音声、テキスト、挿絵等
○肉声、および合成音声
○小・中学校の教科書が主たる対象
○ハイライト機能あり
○音声とテキストが同期し、画像も表示され
ることにより、視覚と聴覚から同時に情報が
入り、内容理解がしやすい。
学習障害、発達障害をはじめ、多くの読みに
困難をかかえている生徒に対応。

　計8,093人
郵送又はダウンロード
http://www.dinf.ne.jp/doc/dai
sy/book/daisytext.html

国立大学法人東京大学先
端科学技術研究センター

AccessReading
DOCX、
EPUB

Windows、iOS、
macOS

DOCX形式はMicrosoft
Word、EPUB形式は
iBooks等

○音声、テキスト、挿絵等
○合成音声
○小・中・高等学校の教科書を対象
○ハイライト機能あり
○Word版、EPUB版の2種類を作成

・小学校323人
・中学校184人
・高校67人
　計574人

郵送又はダウンロード
https://accessreading.org/

NPO法人エッジ 音声教材BEAM MP３ Windows、iOS
ｍｐ3を再生できるすべて
のソフトウェア

○音声のみ（テキスト、挿絵なし）
○合成音声を加工（肉声に近い音声）
○小・中学校の教科書が主たる対象
○データが軽く、スマートフォンや電子辞書、
ゲーム機等、ｍｐ３ファイルが再生できる機
器すべてに対応
○操作が簡便
○目からの情報が邪魔になることなく耳から
の情報に集中できる

計　279人

郵送又はダウンロード
http://www.npo-
edge.jp/work/audio-
materials/

テストと学習環境のユニ
バーサルデザイン研究機構

ペンでタッチすると読
める音声付教科書

- - （音声ペン）

○音声、テキスト、挿絵等
○肉声
○小・中学校の教科書が主な対象
○通常の教科書と見た目がほぼ同じ
○音声ペンで紙面をタッチして読むことで意
識は常に紙面に向き、能動的な読書になる
○自由にどこからでも読むことができる
○鉛筆やペンでの書き込みが可能
○持ち運びしやすく操作が簡単

計　150人 郵送



音声教材の概要④
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音声教材の発行点数
（点数）

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
検定教科書 音声教材 検定教科書 音声教材 検定教科書 音声教材 検定教科書 音声教材 検定教科書 音声教材

小学校

公益財団法人日本障害者
リハビリテーション協会

280 

144 

253 

137 

253 

135 

253 

179 

319 

179 
国立大学法人東京大学
先端科学技術研究センター 117 159 165 142 42 

特定非営利活動法人エッジ 18 44 53 56 34 
公益財団法人テストと学習環境のユ
ニバーサルデザイン研究機構 - - - 20 20 

合計 279 340 353 397 275 

中学校

公益財団法人日本障害者
リハビリテーション協会

131 

85 

131 

83 

129 

90 

129 

108 

129 

104 
国立大学法人東京大学
先端科学技術研究センター 60 91 96 103 31 

特定非営利活動法人エッジ 8 8 20 27 23 
公益財団法人テストと学習環境のユ
ニバーサルデザイン研究機構 - - - 6 6 

合計 153 182 206 244 164 

高等学校

公益財団法人日本障害者
リハビリテーション協会

1,257 

0 

976 

0 

738 

0 

742 

6 

811 

3 
国立大学法人東京大学
先端科学技術研究センター 46 92 157 172 56 

特定非営利活動法人エッジ 1 1 0 0 0 
公益財団法人テストと学習環境のユ
ニバーサルデザイン研究機構 - - - 0 0 

合計 47 93 157 178 59 

※１ 公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会はマルチメディアデイジー教材、東京大学先端科学技術研究センターはDOCX（Microsoft Wordで開くファイル）又はEPUB形式、

特定非営利法人エッジはMP3形式による音声教材を提供している。公益財団法人テストと学習環境のユニバーサルデザイン研究機構は誌面を音声ペンでタッチすると

音声読み上げを行う音声付き教科書及び音声ペンを提供している。

※２ 合計欄の点数は、各団体が同一の教科書を重複して発行している場合も含んでいる。

（各団体調べ（最終更新平成30年5月））



〇平成31年度使用教科書に対応した音声教材の需要数に
ついて調査を実施中
→平成30年10月末日〆切
◆目的：音声教材を必要とする児童生徒に安定的に教材を
供給するため、これらの教材を必要とする児童生徒の数
及び教材の需要数を把握。→需要数の的確な把握

◆調査対象：国公私立の小・中学校、特別支援学校等
◆結果：平成30年11月末頃集計予定
◆課題：地域により数値にばらつき
◆申請は各団体に直接行う必要がある

音声教材需要数調査について

９



音声教材のサンプル集について

○サンプル集はどこで視聴できますか？
全国の市町村教育委員会や教科書センター
に配布されています。最寄りの教育委員会
にお問い合わせください。

○サンプル集はどのような内容ですか？
文科省の委託により音声教材を製作している3団体の音声教材を
お試しで視聴することができます。

○サンプル集は誰が視聴・利用できますか？
発達障害等により読み書きが困難な児童生徒やその保護者、
学校関係者 など

１０

文部科学省では音声教材のサンプル集を作成し、全国の都道
府県・市町村教育委員会や教科書センターへ配布しています。

・小学校用サンプル 平成27年3月配布

・中学校用サンプル 平成29年1月配布



http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/1374019.htm

音声教材に関する情報

文部科学省HP

・音声教材の概要
・各団体のURLリンク
・音声教材普及推進会議
の配付資料等

・音声教材に関するQ&A

１１



平成31年４月１日

施行期日

趣 旨

教育の情報化に対応し、平成32年度から実施される新学習指導要領を踏まえた「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業
改善や、障害等により教科書を使用して学習することが困難な児童生徒の学習上の支援のため、必要に応じて「デジタル教科書」を通
常の紙の教科書に代えて使用することができる（併用制※ ）よう、所要の措置を講ずる。

※引き続き、紙の教科書を給付。

現在、小学校、中学校、高等学校等の授業では、紙の教科書を使用しなければならない(教科書の使用義務)こととされているところ、

① 小学校、中学校、高等学校等において、検定済教科書※の内容を電磁的に記録した「デジタル教科書」がある場合には、教育課程の一部において、教科書
の使用義務に関わらず、通常の紙の教科書に代えて「デジタル教科書」を使用できることとする。

ただし、視覚障害、発達障害等の事由により通常の紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒に対し、文字の拡大や音声読み上げ等により、
その学習上の困難の程度を低減させる必要がある場合には、教育課程の全部において、通常の紙の教科書に代えて「デジタル教科書」を使用できることとする。

② 特別支援学校や、工業高校など高等学校の専門教科等において、検定済教科書が無い場合等に使用する図書についても、①と同様に、その内容を電磁的
に記録した教材を使用できることとする。

○ 通常の紙の教科書と同様に、掲載された著作物を権利者の許諾を得ずに「デジタル教科書」に掲載し、必要な利用を行うことを認めるとともに、当該著作物
の利用に係る補償金等の規定について整備する等の措置を講ずる。

○ 民間による教科書の発行がなく文部科学省著作教科書が発行される場合に、その「デジタル教科書」についても、文部科学省著作教科書と同様に、文部科
学大臣が出版権を設定できることとする等の措置を講ずる。

拡大・ハイライト機能、動画、参考資料、音声読み上げ
等を活用することにより、「主体的・対話的で深い学び」の
視点からの授業改善や障害等による学習上の困難の低
減に資する。

紙の教科書 教材等

紙の教科書をデジタル化

デジタル教科書

デジタル教材等

併用
同一内容 基礎的・基本的な教育内容の履修を保障

＜デジタル教科書のイメージ＞

２．著作権法の一部改正

３．文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正

概 要
１．学校教育法の一部改正

※学習指導要領を踏まえた検定基準に基づく検定に合格した図書が教科書として使用される。

学校教育法等の一部を改正する法律の概要

○デジタル教科書の使用については、各教育委員会の適切な関与の下、各学校において、児童生徒の教育の充実を図る等のため、地域や学校及び児童生徒
の実態等に応じ、校長の責任で判断することとなる。

１２



デジタル教科書のイメージ

……

紙の教科書 タブレット端末など

＜デジタル教科書＞
同一の学習内容を
電磁的に記録

＜デジタル教科書の導入により期待されるメリット＞

○ デジタル機能の活用による教育活動の一層の充実
（例）拡大縮小、ハイライト、共有、反転、リフロー、音声読み上げ

総ルビ、検索、保存 等

○ デジタル教材との一体的使用
（例）動画・アニメーション、ドリル・ワーク、参考資料 等

国語

本文を自由に切り取り

試行錯誤

理科
社会

理解を促進するための音声・動画

算数

立体図形の展開／回転

外国語活動

発音を音声認識して

自動チェック

＜特別支援教育等における活用例＞

○ 視覚障害のある児童生徒
による、拡大機能や音声読み
上げ機能の活用

○ 発達障害のある児童生徒
による、音声読み上げ機能や、
文字の大きさ、背景色、テキ
ストの色、行間・文字間隔の
変更機能の活用

等
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